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１【提出理由】

　平成29年６月29日開催の当社第15期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成29年６月29日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

①　介護予防通所介護サービスが第１号通所事業、介護予防訪問介護が第１号訪問事業と位置づけら

れたことから、事業目的に所要の追加の記載をするものであります。

②　企業のコーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会における社外取締役の比重を高める

とともに、透明度の高い経営を志向した監査等委員会設置会社に移行するに当たり、その組織体

制の構築に必要な規定への変更及び新設を行うものであります。

③　監査等委員会設置会社への移行と同時に、意思決定の迅速化等に対応した所要の変更を加えるも

のであります。

 

第２号議案　取締役（監査等委員である者を除く。）２名選任の件

第１号議案（定款一部変更の件）の効力発生を条件に、山根洋一及び矢島達之介を取締役（監査等委

員である者を除く。）に選任するものであります。

 

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

第１号議案（定款一部変更の件）の効力発生を条件に、波江野弘、石村善哉及び安武洋一郎を監査等

委員である取締役に選任するものであります。なお石村善哉及び安武洋一郎は社外取締役でありま

す。

 

第４号議案　取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬等の額設定の件

第１号議案（定款一部変更の件）の効力発生を条件に、取締役（監査等委員である者を除く。）の報

酬等の額を年額500百万円以内と定めるものであります。

 

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

第１号議案（定款一部変更の件）の効力発生を条件に、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額

20百万円と定めるものであります。

 

第６号議案　会計監査人選任の件

平成28年７月22日付で一時会計監査人に就任した監査法人アリアを、正式に会計監査人に選任するも

のであります。

 

第７号議案　合併契約承認の件

当社グループ全体の事業効率化の観点から、完全子会社の株式会社八重洲クックライフを吸収合併す

る契約の承認であります。
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(3）当該決議事項に関する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 101,754 44 0 （注１） 可決（99.96％）

第２号議案    （注２）  

山根　洋一 101,253 545 0  可決（99.46％）

矢島　達之介 101,753 45 0  可決（99.96％）

第３号議案    （注２）  

波江野　弘 101,756 42 0  可決（99.96％）

石村　善哉 101,756 42 0  可決（99.96％）

安武　洋一郎 101,756 42 0  可決（99.96％）

第４号議案 101,711 87 0 （注３） 可決（99.91％）

第５号議案 101,751 47 0 （注３） 可決（99.95％）

第６号議案 101,252 546 0 （注３） 可決（99.47％）

第７号議案 101,750 48 0 （注１） 可決（99.95％）

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。

３．議決権を行使することができる出席株主の過半数の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した

ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対

及び棄権の確認できていない議決権数は加算しておりません。
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